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●手続きに必要なもの
　①印かん
　②受給者の健康保険証
　③平成25年１月１日に南島原市に住所を有していなかった人は、住所を有していた
　市町村発行の児童手当用所得証明書

　④児童が南島原市外に別居している人は、児童を含む世帯全員の住民票の写し

　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当を引き続き
受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうか
を確認するためのものです。
　提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注
意ください（対象者には、６月以降に現況届提出依頼の通知を郵送します）。

南島原にゅーす 問 秘書広報課　☎０５０（３３８１）５００１

行政に関することは行政相談委員にご相談ください
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　国や独立行政法人、特殊法人などの業務（年金、医療保険、労働災害、登記、道路、その他行政業務）について、ご意見・
ご要望はありませんか？
●例えば…
・苦情や困っていることを、どこに相談したら良いか分からない
・制度や仕組みが分からない　など
　市では、行政相談委員による行政相談所を開設して、国の行政機関などの業務に関する相談業務を実施しています。
　相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

児童手当を受けるには現況届が必要です

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

南島原にゅーす 問 保険年金課　☎０５０（３３８１）５０３９ 

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

南島原にゅーす 問 こども未来課　☎０５０（３３８１）５０５０

●被保険者証（保険証）の更新
「８月から被保険者証（保険証）が新しくなります」

　現在使用している保険証の有効期限は、７月31日までと
なります。新しい保険証を７月中に交付（郵送など）しま
すので、記載内容をご確認し、大切にお使いください。なお、
更新の際の手続きは必要ありません。
※有効期限が過ぎた保険証は、細かく裁断し破棄していただくか、
保険年金課（または各支所）までお返しください。

※保険料の納付が滞っている人には、有効期間が短い保険証や医療費
が一旦全額自己負担となる資格証明書を交付する場合があります。

●限度額適用・標準負担減額認定証
　について
　「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などの
窓口に掲示していただくことで、受診時の窓口での支払い
（保険適用分）が自己負担限度額までになります。
　また、食事代が減額されます。

■認定の対象となる人
住民税非課税世帯に属している人（同一世帯の全員が住
民税非課税の場合）

■既に交付を受けている人
現在使用している認定証の有効期限は、７月31日までと
なります。引き続き対象となる人には、新しい認定証を
保険証と同封して７月中に交付（郵送など）します。

※「区分Ⅱ」の認定証をお持ちの人で、その交付を受けている期間
に90日を超える入院（申請日から過去１年以内）がある場合は、
さらに食事代が減額されます。（再度、申請が必要であり、適用
は申請日からとなります。）
■認定証の交付を受けるには
保険年金課（または各支所）で申請手続きを行ってくだ
さい。

●平成25年度における
　保険料の軽減措置について　
　所得が少ない人の保険料については、世帯の所得に応じ
て次に掲げる割合のとおり保険料の軽減措置が継続されま
す。

■均等割額の軽減

■所得割額の軽減

■被扶養者であった人の軽減
　この制度加入直前に健康保険など（国民健康保険は除く）
の被扶養者の人は、保険料の所得割額の負担はなく均等割額
が９割軽減され、年間の保険料が 4,400円になります。
※これらの軽減措置は、あらためて手続きする必要はあり
ません。

※保険料の納付が困難なときは、分割納付などのご相談に
応じていますので、お早めにご相談ください。また、失
業や災害などの特別な事情がある場合には減免などの制
度があります。

保険証、印かん申請に必要なもの

保険年金課　☎０５０（３３８１）５０３９
または 長崎県後期高齢者医療広域連合
☎０９５（８１６）３９３０

お問い合わせ

同一世帯内の被保険者と
世帯主の前年の合計所得額

33万円＋（24万５千円×世帯主を除く被保
険者数）以下の場合

33万円以下の場合

33万円＋（35万×被保険者数）以下の場合

※うち、被保険者全員が年金収入80万円
　以下（その他各種所得なし）の世帯

軽減割合

8.5割

9割

5割

2割

賦課のもととなる所得額（前年中の総所得金
額等から基礎控除額33万円を差し引いた額）

58万円以下の場合（年金収入で211万円まで）

軽減割合

5割

後期高齢者医療制度のお知らせ

■行政相談委員による定例相談の開設日時・場所　　　　　　　　　　　　　       ［敬称略］

※開設日が変更になる場合がありますので、詳しくは相談される月の広報紙をご覧ください。

林 田  利 昭さん
（西有家町）

新しく行政相談委員が
委嘱されました

～よろしくお願いします～


